
子ども家庭支援センター（☎85・3862）

赤ちゃんの駅をご利用ください
乳幼児を連れた保護者が外出しやすいよう
に、無料で授乳やおむつ替えができるスペース
「赤ちゃんの駅」を、公共施設や民間店舗等に
設けています。
「赤ちゃんの駅」には、目印となるフラッグ
やステッカーなどを掲げています。登録施設は
増加しており、現在97か所となりました。ど
うぞ、お気軽にご利用ください。
設置場所や利用時間などは、市ホームペー
ジや子育て・子育ちガイド「たからばこ」に
掲載しています。

～子連れでも安心～ 子育てサポーターを募集
フレミラ宝塚にある「きらき
らひろば」では、未就園のお子さ
んと保護者が自由に遊ぶことがで
き、保育士による子育て相談や遊
びの紹介なども行っています。
この「きらきらひろば」での受

け付け・案内や親子の見守り、情
報提供を職員と一緒に行う「子育
てサポーター」を募集します。
登録方法
など詳しく
は、子ども
家庭支援セ
ンターへ問
い合わせて
ください。

阪急オアシス
宝塚山手台店=
親子連れの休憩
スペースとして
も利用できます 

子育てを応援してくださる「赤ちゃんの駅」登
録事業所を募集しています。
登録方法など詳しくは、子ども家庭支援センター

へ問い合わせてください。

「赤ちゃんの駅」
登録事業所を
募集！

子育て支援活動を応援
～活動団体に助成をします～

子育てを支え、子どもを地域社会全体で育て
るまちを目指し、自主的に子育て支援活動に取
り組む団体に、活動経費の一部を助成します。

【対象団体】　
 市内に活動拠点があり、団体の構成員が5人以
上（3分の2は市民）で子育て支援活動を継続的
に実施できる団体（10団体程度）。
【助成内容】　
 1団体当たり上限20万円。
※ 講師謝礼、交通費、消耗品費、印刷製本費、材料費、
光熱水費、通信運搬費、保険料、会場使用料など。

【対象事業】　 
子育て交流事業
 就学前児童と保護者が広く交流できる場や
異世代交流の場を提供し、子育てに関する情
報交換や相談などを行う事業
（新規に事業を実施する際の場の整備に必要な備品
も対象）

 相互保育事業
 就学前児童を対象に、参加児童の保護者が当
番制により合同で保育する事業

※ いずれも月2回以上実施する事業が対象。

【申し込み】　
 4月15日㈪～5月15日㈬に、事前に子ども家庭
支援センターへ相談の上、必要書類を同セン
ターに提出してください。審査委員会での審査
により決定します。

親子育てグループに参加しませんか

未就園のお子さんと保護者が定期的に集まり、地域で仲
間づくりをしながら自主的に活動する「親子育てグループ」が、
おおむね小学校区ごとに活動しています。
「初めての子育てでちょっと不安」「近所で子育て中のお
友達ができたらいいな」「こんな時、どうしたらいいのかな」
…ひとりで悩まず、親子育てグループに参加してみてはいか
がでしょうか。見学だけでも可能です。
各グループの活動場所は下表のとおりです。入会や活動日時

等詳しくは、子ども家庭支援センターに問い合わせてください。

中央公民館で活動
する「えびフライ」
の皆さん。
「親同士で情報交
換ができることと
子どもに友達が増
えたことが良かっ
たです」と参加者
の声。

きらきらひろば
プレイコーナー

グループ名 活動場所
ぽけっとひろば 総合福祉センター・安倉児童館
美座すみれキッズ 県民交流ひろばみざ・ひよこ保育園
ミルキィキッズ 山本団地集会所
いきいきマミーズ 平井児童館
たけのこクラブ 平井児童館
べあーず 東公民館
ひよこクラブ 丸橋幼稚園
パンダの森 やまぼうし保育園
中山台のびっこくらぶ 中山台コミュニティセンター
ぺンギンくらぶ 中山台コミュニティセンター
お山のたんぽぽ 山手台東自治会館
さくらの小径 花屋敷荘園自治会館
ひまわり 西谷自然休養村センター

グループ名 活動場所
仁川おひさまくらぶ 仁川小学校
わんぱくクラブ 西公民館
ピーチクラブ 高司児童館
クッキーハウス 末成小学校
キッズ☆レンジャー くらんど人権文化センター
えびフライ 中央公民館
かぼちゃ 逆瀬台デイサービスセンター
外国人親くらぶ わくわく 国際 ･文化センター
シュッポッポひろば 売布小学校
ポコニャンクラブ ラ・ビスタ集会室
わいわいクラブ 男女共同参画センター
キャンディ BOX 男女共同参画センター
いちごみるく 宝塚小学校
サンタくらぶ まいたに人権文化センター
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「「新新エネル
ギー」
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。

新エネルギー推進課（☎77・2361）

CEMSのイメージ図（提供：北九州市役所）

「宝塚市役所　新エネルギー担当」facebook（フェイスブック）試行運用しています。

太陽光発電で場内照明の電力を
最大100％供給できる駐車場がオープン

スポーツセンター北側の市有地（小浜１丁目）を有効に活用す
るため、公募により選定された民間企業と賃貸借契約を行い、
24時間利用可能な駐車場がオープンしました。
太陽光発電と蓄電池、駐車場の全照明へのLED採用によって
消費電力を大幅に削減できる駐車場としては、運営する事業者

では関西エリア初（全国では４番目）の設置です。
杉の木に換算して約239本分のCO2排出量の削
減が見込める環境に優しいつくりとなっています。
詳しくは､ 駐車場の運営については三井不
動産リアルティ㈱（☎03･6758･4062）へ、太
陽光発電などについては新エネルギー推進課
（☎77･2361）へ。

関西初！！

春の全国交通安全運動4月6日～15日

　この時期は、特に新入学児
童に交通ルールや交通マナー
を理解してもらうとともに、
交通事故死者数全体の約半数
を占める高齢者の交通事故を
防ぐ取り組みが必要です。
　市では、地域、学校、職場に出向き、交通安全教室や自転
車教室を開催しています。詳しくは、防犯交通安全課に問い
合わせてください。

4月1日から喫煙場所が
規制されます

　不特定、または多数の人が出入りする
公共的空間を有する全ての施設につい
て、受動喫煙を防止するためのルールを
定めた「兵庫県受動喫煙の防止等に関
する条例」が施行されます。
　おおむね公共施設等では今年4月1日
からの施行、民間施設等では来年4月
1日から適用されます。条例施行後は、
施設管理者は講じた措置に応じて禁煙・
分煙等の表示をする義務が生じます。

【主な対象施設の規制内容】
①幼稚園、小・中・高校、保育所等
 建物内・敷地内全域が禁煙（既設
の喫煙室も使用できない）

②病院・診療所、官公庁の庁舎等
 建物内全域が禁煙（既設の喫煙室
も使用できない）

③ 公共交通機関、社会福祉施設、物品販
売業店舗、金融機関、宿泊施設、飲食
店、運動施設、神社・寺院・教会、そ
の他各種サービス業施設等
 建物内の公共的空間が禁煙（当分
の間、区域分煙措置のほか、時間
分煙措置を認める）

宝塚健康福祉事務所（☎83・3147）

○自転車も交通ルールを守って安全運転
○飲酒運転は絶対にやめましょう
○ 自動車は全ての座席で
　シートベルトとチャイルドシート
　を正しく着用しましょう
○特に夕暮れ時は安全運転を
　心掛けましょう

防犯交通安全課（☎77・2020）　宝塚警察署（☎85・0110）
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